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*⌒*‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥*⌒* 

▼△  南海トラフ地震臨時情報って？  △▼ 

*⌒*‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥*⌒* 

令和 6 年 8 月 8 日に宮崎県沖の日向灘を震源とするマグニチュード 7.1 の地震が発生したことを受け、 気 

象庁は初の「南海トラフ地震臨時情報」を発表しました。  

これは、南海トラフ沿いで普段と比べて新たな大規模地震が発生する可能性が高まっていたことから、特 

別な注意を呼び掛けたものです。 

 

南海トラフ地震は、ご存じのとおり、駿河湾から日向灘にかけてのプレート境界を震源とした大規模地震 

のことです。 

ほかの地域の事例を見ても、マグニチュード 7 以上の地震が発生した後に、その近くで 7 日以内にマグニ 

チュード 8 クラス以上の大規模地震が発生する確率は、普段に比べて高くなるということが分かっていま 

す。  

そこで、令和元年から、南海トラフ沿いでマグニチュード 6.8 以上の地震が発生したら、専門家がそれを 

分析して、新たな大規模地震の発生の可能性が普段よりも高まっている状況を 南海トラフ地震臨時情報と 

して発表するようになったのです。 

 

臨時情報の発表後に防災への対応を取ることが求められるのは、 

マグニチュード 8.0 以上の地震発生で発表される『巨大地震警戒』と、 

マグニチュード 7.0 以上の地震などで発表される『巨大地震注意』です。 

 

・『巨大地震注意』が発表された場合は、日頃からの地震への備えの再確認に加え、 地震が発生したら速 

やかに避難できるよう、すぐに逃げられる体勢で寝る、非常持ち出し品を常に携帯するなどの対策を行っ 

てください。 

 

・『巨大地震警戒』が発表された場合は、加えて、津波の到達が早く地震発生後の避難では間に合わない地 

域に該当した場合は、市町村の呼びかけに従って事前の避難が必要となる場合があります。 

 

もちろん、臨時情報が発表されなかったり、政府からの特別な呼びかけが終了したりしても、大規模地震 

が起きるおそれがなくなったわけではないので、日ごろからの地震への備えを怠ってはいけません。 

 

地震はいつどこで発生するかわかりません。  

南海トラフ地震に限らず、日頃から大きな地震に備えることが必要です。  

そして、臨時情報が出たときは慌てずに行動してください。 

以上 

 

 


